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保 健 福 祉 部 長    

（ 公 印 省 略 ）     

 

     新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う西条及び今治保健所での 

     業務重点化について 

 

 新型コロナウイルス感染症への対応に関し、西条及び今治の両保健所においては、これ

まで、管内市町からの保健師の応援派遣や地方局職員の大量投入、地元医師会や薬剤師会

の協力など、できる限りの体制強化を図ってきたところですが、多くの陽性確認に伴い、

調査・検査業務が膨大となり、急増する自宅療養者へのきめ細かい対応に支障が出かねな

い状況となったことから、令和４年３月 18 日から別紙のとおり業務の重点化を実施しま

す。 

 なお、西条保健所については、令和４年２月５日から３月３日までの重点化に続き、再

度の重点化となります。 

 ついては、貴部局関係団体を通じ、広く県民に周知していただきますよう、よろしくお

願いします。 

 なお、県のホームページには、重点化の内容とともに、濃厚接触者の調査等のマニュア

ル等を掲載しておりますので、御参考いただきますようお願いします。 
 
（県ホームページＵＲＬ） 
https://www.pref.ehime.jp/h25500/hokenjo_jutenka.html 
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